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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転駆動されて空気流を発生する軸流式の送風ファン（４０）と、
　前記送風ファン（４０）に吸込される空気の吸込口部（３２）と、前記送風ファン（４
０）から空気を吹き出す吹出口部（３１）とが形成されたシュラウド（３０）とを備える
送風装置であって、
　前記送風ファン（４０）は、
　回転中心に設けられるボス部（４１）から放射状に延びるとともに、回転方向に相互に
離間して配設された複数のブレード（４２）と、
　前記複数のブレード（４２）の外周端部同士を周状に接続するリング部（４３）とを有
しており、
　前記吹出口部（３１）の空気流れ下流側端部（３４）の内周壁面は、空気流れ方向から
見たときに前記リング部（４３）の空気流れ下流側端部と一部が重なるように配置されて
おり、
　前記吹出口部（３１）の空気流れ下流側端部（３４）は、空気流れ下流側に向かうにつ
れて前記回転軸の径方向の外側に位置するように構成されていることを特徴とする送風装
置。
【請求項２】
　前記吹出口部（３１）の空気流れ下流側端部（３４）は、前記回転軸の周方向から見た
ときに、前記回転軸の径方向の内側に向けて凸となる断面円弧状に形成されていることを
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特徴とする請求項１に記載の送風装置。
【請求項３】
　前記吹出口部（３１）の空気流れ下流側端部（３４）は、空気流れ下流側に向かうにつ
れて前記回転軸の径方向の外側に直線的に傾斜するように構成されていることを特徴とす
る請求項１に記載の送風装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ラジエータ等の熱交換器に空気を送風する送風装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ラジエータに空気を供給する軸流ファンと、軸流ファンを保持するとともにラジ
エータから軸流ファンに至る空気通路を形成するシュラウドとを備える送風装置が知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１に記載のような送風装置において、シュ
ラウドは、軸流ファンの外周を覆うように構成されたベルマウス（円筒部）と、ラジエー
タの空気流れ下流側の空間を円筒部まで接続するシュラウドプレート部（平面部）とを有
している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１３２１８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年、成形性および強度向上の観点から、送風装置の軸流ファンとして、複
数のブレードの外周端部同士を周状に接続するリング部を備えるリングファンが用いられ
ている。このようなリングファンを備える送風装置では、シュラウドのベルマウスを、リ
ング部と略平行に構成している。もしくは、ベルマウスの空気流れ下流側部位を、リング
部を空気流れ下流側から覆うように湾曲させて、リング部の空気流れ下流側端部とベルマ
ウスの端部とを空気流れ方向に対向させている。
【０００５】
　このような送風装置では、軸流ファンのリング部とシュラウドのベルマウスとの隙間（
チップ隙間）に流入する逆流空気流れが、軸流ファンから吹き出される吹出空気流れと干
渉し、騒音が増大するという問題がある。
【０００６】
　本発明は上記点に鑑みて、騒音を低減することができる送風装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、回転駆動されて空気流を発生す
る軸流式の送風ファン（４０）と、送風ファン（４０）に吸込される空気の吸込口部（３
２）と、送風ファン（４０）から空気を吹き出す吹出口部（３１）とが形成されたシュラ
ウド（３０）とを備える送風装置において、送風ファン（４０）は、回転中心に設けられ
るボス部（４１）から放射状に延びるとともに、回転方向に相互に離間して配設された複
数のブレード（４２）と、複数のブレード（４２）の外周端部同士を周状に接続するリン
グ部（４３）とを有しており、吹出口部（３１）の空気流れ下流側端部（３４）の内周壁
面は、空気流れ方向から見たときにリング部（４３）の空気流れ下流側端部と一部が重な
るように配置されており、吹出口部（３１）の空気流れ下流側端部（３４）は、空気流れ
下流側に向かうにつれて回転軸の径方向の外側に位置するように構成されていることを特
徴とする。
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【０００８】
　これによれば、吹出口部（３１）の空気流れ下流側端部（３４）の内周壁面を、空気流
れ方向から見たときにリング部（４３）の空気流れ下流側端部と一部が重なるように配置
するとともに、吹出口部（３１）の空気流れ下流側端部（３４）を、空気流れ下流側に向
かうにつれて回転軸の径方向の外側に位置するように構成することで、送風ファン（４０
）の吹出空気流れ（主流）に対して逆流する空気が、送風ファン（４０）のリング部（４
３）とシュラウド（３０）の吹出口部（３１）とのクリアランス（６１）に流入しやすく
なる。したがって、送風ファン（４０）の逆流空気を、送風ファン（４０）の回転軸の径
方向外側から上記クリアランス（６１）に流入させることができるので、送風ファン（４
０）の主流である吹出空気と逆流空気とが干渉することによる騒音を低減できる。
【０００９】
　なお、本発明における「吹出口部（３１）の空気流れ下流側端部（３４）は、空気流れ
下流側に向かうにつれて回転軸の径方向の外側に位置するように構成されている」とは、
吹出口部（３１）の空気流れ下流側端部（３４）の全域が、空気流れ下流側に向かうにつ
れて回転軸の径方向の外側に位置するように構成されていることのみ含む意味するもので
はなく、吹出口部（３１）の空気流れ下流側端部（３４）の一部が、空気流れ下流側に向
かうにつれて回転軸の径方向の外側に位置するように構成されていることをも含む意味の
ものである。
【００１０】
　なお、この欄および特許請求の範囲で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施
形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態に係る送風装置を示す平面図である。
【図２】第１実施形態に係る送風装置を円筒部側からみた正面図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ断面図である。
【図４】第２実施形態に係る送風装置の要部を示す断面図である。
【図５】第３実施形態に係る送風装置の要部を示す断面図である。
【図６】他の実施形態（１）に係る送風装置の要部を示す断面図である。
【図７】他の実施形態（２）に係る送風装置の要部を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。
【００１３】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態について図面を参照して説明する。図１、図２および図３に示す
ように、本実施形態で示される送風装置は、自動車の冷媒放熱器１０およびラジエータ２
０の冷却に用いられる送風装置として構成されたものである。送風装置は、シュラウド３
０と、送風ファン４０と、モータ５０と、を備えて構成されている。
【００１４】
　冷媒放熱器１０は、図示しない冷凍サイクル内を循環する冷媒と外気とを熱交換して冷
媒を冷却する熱交換器である。ラジエータ２０は、エンジン冷却水と外気とを熱交換して
エンジン冷却水を冷却する熱交換器である。冷媒放熱器１０およびラジエータ２０の外形
は、平面視、すなわち空気流れ方向から見て矩形状（本実施形態では略長方形状）となっ
ている。
【００１５】
　冷媒放熱器１０は、ラジエータ２０の車両前方側すなわち空気流れ上流側に配置されて
いる。冷媒放熱器１０及びラジエータ２０は連結されて一体化されている。
【００１６】
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　シュラウド３０は、樹脂製（例えば、ガラス繊維入りポリプロピレン）であって、モー
タ５０を保持するとともに、送風ファン４０により誘起される空気流が冷媒放熱器１０お
よびラジエータ２０に流れるように空気流をガイドする部品である。シュラウド３０は、
ラジエータ２０の車両後方側すなわち空気流れ下流側に配置されている。
【００１７】
　シュラウド３０は、環状（円筒状）に形成されるとともに送風ファン４０の外周を覆う
ように構成された円筒部３１と、ラジエータ２０の空気流れ下流側の空間を円筒部３１ま
で滑らかな流路によって接続する平面部３２とを有している。本実施形態において、平面
部３２が、送風ファン４０に吸込される空気の吸込口部を構成しており、円筒部３１が、
送風ファン４０から空気を吹き出す吹出口部を構成している。
【００１８】
　平面部３２は、ラジエータ２０の背面すなわちラジエータ２０の車両後方側の面を覆っ
ている。平面部３２は円筒部３１と連通する筒状になっていると共に、外部とも連通して
いる。
【００１９】
　また、円筒部３１の平面形状は円形になっている。一方、シュラウド３０の平面形状は
矩形である。すなわち、シュラウド３０の外周縁部３００の平面形状が矩形状になってい
る。また、平面部３２の開口面積は、円筒部３１の開口面積より大きい。
【００２０】
　送風ファン４０は、空気を送風する軸流式の送風ファンであり、回転軸を中心に回転す
るように構成されている。送風ファン４０は、回転中心に設けられるボス部４１から放射
状に延びるとともに、回転方向に相互に離間して配設された複数のブレード４２と、複数
のブレード４２の外周端部同士を周状に接続するリング部４３とを有している。
【００２１】
　送風ファン４０はシュラウド３０の円筒部３１の中空部分に配置されている。リング部
４３の外周面と円筒部３１の内周面との間には、クリアランス６１が形成されている。こ
れにより、送風ファン４０は、円筒部３１内において円筒部３１と接触することなく回転
可能となっている。
【００２２】
　以下、クリアランス６１における送風ファン４０の回転軸（以下、単に回転軸という）
の径方向の長さ、すなわちリング部４３の外周面と円筒部３１の内周面との間のおける回
転軸の径方向の長さを、隙間高さという。
【００２３】
　モータ５０は、送風ファン４０に回転動力を与える電動機であり、モータシャフト（図
示せず）を有している。モータ５０は、シュラウド３０の円筒部３１に設けられた複数の
モータステー３３によって支持されている。そして、モータ５０はモータシャフトを回転
させることにより送風ファン４０を回転させ、送風ファン４０の軸線方向すなわち回転軸
の軸方向に空気流を発生させる。以上が、送風装置の全体構成である。
【００２４】
　次に、シュラウド３０の円筒部３１および送風ファン４０の詳細な形状について説明す
る。
【００２５】
　図３に示すように、リング部４３の空気流れ上流側の端部には、回転軸の径方向外側に
向かって延びるツバ部４４が接続されている。ツバ部４４は、リング部４３と一体に形成
されている。
【００２６】
　シュラウド３０の円筒部３１は、リング部４３におけるツバ部４４以外の部位と略平行
に形成されている。円筒部３１の空気流れ下流側端部３４の内周壁面は、送風ファン４０
のリング部４３の空気流れ下流側端部に対して回転軸の径方向の外側に配置されている。
【００２７】
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　円筒部３１の空気流れ下流側端部３４は、空気流れ下流側に向かうにつれて回転軸の径
方向の外側に位置するように構成されている。換言すると、円筒部３１の空気流れ下流側
端部３４は、空気流れ上流側から下流側に向かって隙間高さが拡大するように構成されて
いる。すなわち、円筒部３１の空気流れ下流側端部３４は、空気流れ上流側から下流側に
向かってリング部４３から遠ざかるように構成されている。
【００２８】
　本実施形態では、円筒部３１における空気流れ下流側端部３４は、回転軸の周方向（図
３の紙面垂直方向）から見たときに、回転軸の径方向内側に向けて凸となる断面円弧状に
形成されている。
【００２９】
　以上説明したように、本実施形態では、円筒部３１の空気流れ下流側端部３４の内周壁
面を、リング部４３の空気流れ下流側端部に対して回転軸の径方向の外側に配置するとと
もに、円筒部３１の空気流れ下流側端部３４を、空気流れ下流側に向かうにつれて回転軸
の径方向の外側に位置するように構成している。これによれば、送風ファン４０の吹出空
気流れ（主流）に対して逆流する空気が、送風ファン４０のリング部４３とシュラウド３
０の円筒部３１とのクリアランス６１に流入しやすくなる。すなわち、送風ファン４０の
主流と逆流とを積極的に分離させている。これにより、送風ファン４０の逆流空気を、送
風ファン４０の回転軸の径方向外側から上記クリアランス６１に流入させることができる
ので、送風ファン４０の主流である吹出空気と逆流空気とが干渉することによる騒音を低
減できる。
【００３０】
　なお、本実施形態によれば、上述したように送風ファン４０の主流と逆流との干渉を抑
制できるため、主流である吹出空気の流れを向上させることもできる。
【００３１】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について図４に基づいて説明する。本第２実施形態は、上
記第１実施形態と比較して、円筒部３１の空気流れ下流側端部３４の形状が異なるもので
ある。
【００３２】
　図４に示すように、本第２実施形態では、円筒部３１の空気流れ下流側端部３４は、空
気流れ下流側に向かうにつれて回転軸の径方向の外側に直線的に傾斜するように構成され
ている。すなわち、円筒部３１の空気流れ下流側端部３４は、空気流れ上流側から下流側
に向かって直線的に隙間高さが拡大するように構成されている。
【００３３】
　本実施形態によれば、送風ファン４０の逆流空気が、送風ファン４０のリング部４３と
シュラウド３０の円筒部３１とのクリアランス６１に流入しやすくなるので、上記第１実
施形態と同様の効果を得ることが可能となる。
【００３４】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について図５に基づいて説明する。本第３実施形態は、上
記第１実施形態と比較して、円筒部３１の空気流れ下流側端部３４の形状が異なるもので
ある。
【００３５】
　図５に示すように、本第３実施形態では、円筒部３１の空気流れ下流側端部３４は、空
気流れ上流側から下流側に向かって段階的にリング部４３から遠ざかるように、回転軸の
周方向から見た断面形状が階段状となっている。すなわち、円筒部３１の空気流れ下流側
端部３４は、空気流れ上流側から下流側に向かって階段状に隙間高さが拡大するように構
成されている。
【００３６】
　本実施形態によれば、送風ファン４０の逆流空気が、送風ファン４０のリング部４３と
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シュラウド３０の円筒部３１とのクリアランス６１に流入しやすくなるので、上記第１実
施形態と同様の効果を得ることが可能となる。
【００３７】
　（他の実施形態）
　本発明は上述の実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で、
以下のように種々変形可能である。
【００３８】
　（１）上記各実施形態では、シュラウド３０の円筒部３１における空気流れ下流側端部
３４の全域を、空気流れ下流側に向かうにつれて回転軸の径方向の外側に位置するように
構成した例について説明したが、これに限定されない。例えば、図６に示すように、円筒
部３１における空気流れ下流側端部３４の一部を、空気流れ下流側に向かうにつれて回転
軸の径方向の外側に位置するように構成してもよい。
【００３９】
　（２）上記各実施形態では、円筒部３１の空気流れ下流側端部３４の内周壁面を、送風
ファン４０のリング部４３の空気流れ下流側端部に対して回転軸の径方向の外側に配置し
た例について説明したが、これに限定されない。例えば、図７に示すように、円筒部３１
の空気流れ下流側端部３４の内周壁面を、空気流れ方向から見たときにリング部４３の空
気流れ下流側端部と重合するように配置してもよい。
【００４０】
　（３）上記各実施形態同士は、実施可能な範囲で適宜組み合わせてもよい。
【００４１】
　（４）上記各実施形態では、本発明の送風装置を、自動車の冷媒放熱器１０及びラジエ
ータ２０の冷却に用いられる送風装置として構成した例について説明したが、これは一例
である。すなわち、上記で示した構成に限定されることなく、本発明を実現できる他の構
成とすることもできる。例えば、送風装置は少なくともシュラウド３０と送風ファン４０
とを備えた構成でもよい。
【符号の説明】
【００４２】
　３０　シュラウド
　３１　円筒部（吹出口部）
　３２　平面部（吸込口部）
　４０　送風ファン
　４２　ブレード
　４３　リング部
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